
つなぎ役の果たす役割と⽀援策について
(ア) 地域や分野において、コミュニティのポータル構築のために、メタデータの集約と共有を推進すること
(イ) メタデータフォーマットの標準化や⽤語の統制等、メタデータの整備とオープン化を推進すること
(ウ)デジタルコンテンツ等の⼆次利⽤条件の整備やデジタルコンテンツそのもののオープン化も推進すること
(エ)所蔵資料や収蔵品等をデジタル化するための技術や法務上の業務を⽀援すること
(オ)コンテンツの⻑期保存や永続的アクセス保証へ協⼒すること
(カ)意識啓発や⼈材育成を推進すること
(キ)利活⽤促進のための取組を推進すること

つなぎ役に求められる役割 ※３か年報告書P32 表２:つなぎ役が⾏うべき役割⼀覧

資料４

【Aタイプ】 【Ｂタイプ】 【Ｃタイプ】 【Dタイプ】

（参考１）ジャパンサーチのつなぎ役のタイプ ※ジャパンサーチWG（第２回）資料２より抜粋
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（参考２）つなぎ役に関する３か年報告書の記載

（つなぎ役に求められる役割）

ジャパンサーチと連携するだけであれば、①ジャパンサーチに提供するメタデータの取りま
とめ⼜はメタデータフォーマットの標準化と②ジャパンサーチに提供されたデータの取扱い
に関する⽂書取交しの窓⼝の少なくとも2点を⾏うことでつなぎ役の役割を果たすことは可
能である。⼀⽅、つなぎ役のハードルを下げてもつなぎ役となるメリットが⾒いだせないた
め、分野・地域の代表として位置付け、メタデータ集約を正式な業務とした⽅が良い、との
意⾒があった。

※３か年報告書32Pより抜粋

（アーカイブ機関との役割分担）

つなぎ役は⼀つの機関が全ての役割を担う必要はない。（中略）特に地域のつなぎ役につい
ては、地⽅⾃治体が主体的に推進することが重要であり、社会教育施設や⼤学の役割と併せ
て考えていくという観点も必要との意⾒があった。現状、地域におけるつなぎ役となり得る
のは、地域における規模の⼤きな図書館や⼤学等のアーカイブ機関であり、さらにつなぎ役
のすそ野を広げるのであれば、複数の機関によるアライアンスを形成することも考えられる
のではないかとの意⾒があった。

※３か年報告書33Pより抜粋



（１）つなぎ役の役割の明確化について
 つなぎ役の役割をさらに細分化したタスクとしてどのようなものが考えられるか。

ジャパンサーチにおけるつなぎ役のタイプ毎にどのような対応状況となっているか。
 つなぎ役の役割について、ジャパンサーチとアーカイブ機関の連携を担う役割（役割

ア〜ウ）と、分野・地域のデジタルアーカイブ構築・共有・活⽤の推進を担う役割
（役割エ〜キ）とに分けて、検討すべきではないか。前者については、ジャパンサー
チの連携先の拡充等の観点から、ジャパンサーチワーキングで議論することとし、本
ワーキングでは、後者に焦点を当ててはどうか。

（２）分野・地域のデジタルアーカイブ構築・共有・活⽤の推進を担う役割について
 つなぎ役は⼀つの機関が全ての役割を担う必要はないことから、それぞれの機関が

可能な範囲で役割を担ってもらうことが重要ではないか。とりわけジャパンサーチ
と連携している国の機関については、それぞれの分野における意識啓発や⼈材育成
に優先的に携わっていただくことはできないか。

 アーカイブ推進の役割を担う機関の役割呼称は、「つなぎ役」のままでよいか。

（参考） 資料２-１ 関係省庁におけるデジタル化⽀援制度⼀覧
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■つなぎ役のタスクと対応状況（案）
役割 タスク（案） A

タイプ
B
タイプ

C
タイプ

D
タイプ

(ア)メタデータの集約と共有 ‣アーカイブ機関のメタデータの集約や、地域・分野
等のメタデータ流通の取り纏めを⾏う ○ ○ 〇 ―

(イ)メタデータの整備 (フォー
マットの標準化、⽤語の統制
等）およびオープン化促進

‣連携フォーマット及び利活⽤フォーマットの利⽤と
普及を⾏う
‣メタデータのCC0表⽰を⾃ら⾏い、推奨する

○
〇

○
〇

〇
〇

〇
△

(ウ) ⼆次利⽤条件の整備およびデ
ジタルコンテンツのオープン化促
進

‣原資料及びデジタルコンテンツの権利者との利⽤許
諾合意を得る
‣PDM・CCライセンス等の表⽰や情報提供ページの
リンクの表⽰を⾃ら⾏い、促進する

○
〇

〇
〇

〇
〇

―
△

(エ)デジタル化するための技術や
法務上の業務を⽀援

‣ノウハウの保持と共有を⾏う
‣アーカイブ機関からの相談窓⼝業務を⾏う

〇
△

〇
△

〇
△

―
〇

(オ)⻑期保存や永続的アクセス保
証への協⼒

‣情報システムやデータの定期的なマイグレーション
及びバックアップを⾏う
‣安定的な運営体制と⼈的財政的技術的リソースを確
保する
‣デジタルアーカイブの維持が困難になった機関のデ
ジタルアーカイブを引受できるよう準備をする

○
〇
―

〇
〇
―

〇
〇
―

―
―
―

(カ)意識啓発や⼈材育成
‣デジタルアーカイブの⽬的や意義を内外に啓発する
‣管理部署または管理担当者を配置する
‣他機関との連携、講習会等の開催、インターンシッ
プ制度等を検討・実施する

○
○
△

〇
〇
―

〇
〇
△

〇
〇
△

(キ)利活⽤促進のための取組
‣データの使い⽅や好事例を具体的に⽰す
‣利活⽤者とコミュニケーションし、コミュニティを
主導しつつ、利活⽤を促す
‣利活⽤事例をSNS等で広報する

○
△
○

〇
―
―

―
―
―

―
―
―

〇︔各タイプに該当するすべての機関が着⼿していると思われる
△︓着⼿機関と未着⼿機関が混在していると思われる
－︓各機関が未着⼿と思われる
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（参考３）つなぎ役が明確でない分野 ※ジャパンサーチWG（第２回）資料２より抜粋 ⼀部修正

連携済 ⼀部連携済 連携調整中 つなぎ役が明確でない領域※データ件数は概数


